
 

『保険者証』の一斉更新（交換）について 
 
 
健康保険法の改正に伴い、被保険者番号に2桁の枝番を追加することになりました。新しい『保険

者証』に交換します。 
令和3年3月10日までに、各庶務担当者を通じて交付しますので、必ず旧保険者証を返却下さい。 
なお、ジェネリック医薬品希望シール付きのリーフレットを同封いたします。 
 

記 
     
1. 新保険者証の交付 
令和3年3月10日までに、各庶務担当者を通じて交付します。 

 
2. 対象者 

THQ《オプト》《TPJ》《テクノ》《山形》《TMJ》《GS》《TEJ》《TPA》の被保険者・被扶養者 
但し、令和2年10月1日以降に交付された方は、既に枝番が追加されているため、交換は不要
です。 

 
3. 旧保険者証の返却について 

令和3年3月26日までに、旧保険者証返却用封筒に入れて各部庶務担当に返却下さい。 
『保険者証』を紛失した方は、警察に届けて、トプコン健康保険組合に再交付の申請をして下さい。 

 
4. その他 

・『保険者証』の紛失が、多発しています。『保険者証』は身分証明書として使用されますので、十分注 
意して、大切に保管して下さい。 

・新しい保険者証がお手元に届くまでは、現在使用中の保険者証は使用できます。 
・新しい保険者証がお手元に届かない方は、トプコン健康保険組合までご連絡ください。 
 

不明の点がありましたらトプコン健康保険組合03-3966-1244（内線3591）まで問合せ下さい。 
 

          以  上 
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